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船舶事故調査報告書 
 

 

船種船名 ダイビング船 ラメール 

船舶番号 ２９０－５７４７７沖縄 

総トン数 １５トン  

 

事故種類 ダイビング客負傷 

発生日時 平成２２年３月８日 １３時１０分ごろ 

発生場所 沖縄県石垣市石垣港内 

石垣港沖南防波堤北灯台から真方位２９２°４８０ｍ付近 

（概位 北緯２４°２０.１′ 東経１２４°０７.７′） 

 

 

平成２３年４月７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

ダイビング船ラメールは、船長ほか２人が乗り組み、ダイビング客３人を乗せ、石

垣港内を航行中、平成２２年３月８日（月）１３時１０分ごろ、他船の航走波により

船体が動揺した際、ダイビング客１人が腰椎に圧迫骨折を負った。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２２年３月９日、本事故の調査を担当する主管調査官

（那覇事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 
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1.2.2 調査の実施時期 

平成２２年３月１０日、３月１７日、８月２日～４日、平成２３年２月１日 口

述聴取 

平成２２年３月１１日 現場調査及び口述聴取 

平成２２年５月２８日、７月２８日、８月２日、３日 回答書受領 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、ラメール（以下「Ａ船」という。）の船長（以下

「船長Ａ」という。）、甲板員２人（以下「甲板員Ａ」及び「甲板員Ｂ」という。）、負

傷したダイビング客（以下「ダイバーＡ」という。）及び乗り合わせていたダイビン

グ客２人（以下「ダイバーＢ」及び「ダイバーＣ」という。）の口述によれば、次の

とおりであった。 

2.1.1 出港前の打合せ 

Ａ船は、株式会社アイ・ティー・ティー（以下「Ａ社」という。）が所有するダ

イビング船で、株式会社アートホテルズが石垣市内で運営するホテル（以下「Ａホ

テル」という。）が管理を行い、石垣港からダイビング客（以下「ダイバー」とい

う。）を乗船させ、石垣島、沖縄県竹富
たけとみ

町竹富島などの周辺でダイビングをさせる

ために主に使用されていた。 

船長Ａは、平成２２年３月８日０７時３０分ごろ、石垣港を出港する前に当日の

乗船者や八重山地方の天気予報などを確認し、ダイビングポイントを決め、当日乗

船する甲板員２人と、甲板員の役割分担などについて出港前の打合せを行った。 

 

2.1.2 出港前の説明 

甲板員Ａは、石垣港でＡ船に乗船する前、ダイバー全員に、Ａ船の諸設備、航行

中に船尾の両舷にあるベンチや船縁に座らないこと、他船とすれ違う際に船体が航 

走波*1で動揺することなどの注意事項について、説明を行った。 

                         
*1 「航走波」とは、船が航行するときに発生する波をいう。船首と船尾より船首波と船尾波を生じ、 

この両群の波は共に、波頂が斜め後方に広がる八字波と平行にならぶ横波との２種類から成る。 
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2.1.3 出港から本事故の発生前までの状況 

Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、ダイバー５人が乗船して０９時３０分ごろ

石垣港を出港し、石垣港の港界南東端にあるサクラ口付近のダイビングポイントで

１回目のダイビングを行い、１１時１０分ごろ石垣港に戻り、ダイバー２人が下船

した。 

Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、ダイバー３人が乗船して１１時３０分ごろ

石垣港を出港し、竹富南航路を南西進したのち、１１時４５分ごろ竹富島南方約１

海里（Ｍ）付近のダイビングポイントに到着し、錨泊した。 

ダイバー３人は、同ポイントにおいてダイビングを行い、１２時５０分ごろ、ダ

イビングを終えた。ダイバーＡは、ふだん着に着替えた後、前部客室の左舷側のベ

ンチに、他のダイバー２人と共に右舷側を向いて座った。 

Ａ船は、船長Ａがフライングブリッジで操船に当たり、１３時００分ごろ、同ポ

イントを離れ、石垣港に向けて竹富南航路を約２５ノット（kn）の速力（対地速力、

以下同じ。）で北東進した。Ａ船は、竹富島と石垣島との間の竹富島南水路第１号 

灯標を通過した辺りでうねりに出会い、約２２～２３kn に減速した。 

船長Ａは、竹富島東方灯標の東方を北東進中、竹富東港の東方沖から石垣港に向

かう旅客船（以下「Ｂ船」という。）を左舷正横方に認め、Ｂ船の速力が速いので

いずれＢ船に追い越されるだろうと思った。 

船長Ａは、石垣港沖南防波堤北灯台（以下、灯台及び防波堤の名称については 

「石垣港」を省略する。）から２５７°（真方位、以下同じ。）１,０２０ｍ付近に 

おいて、沖南防波堤の北側から西航する旅客船２隻（以下「Ｃ船」及び「Ｄ船」と

いう。）を右舷船首に認め、Ａ船が沖西防波堤と沖南防波堤との間を通過できるよ 

うに徐々に右に転じた。 

Ａ船が右舷側からＢ船に追い越された後、船長Ａは、針路が沖西防波堤と沖南防

波堤の間に向いた辺りで、Ｃ船及びＤ船がＡ船の左舷側を通過する態勢で接近し、

Ｃ船及びＤ船から航走波が発生しているのを見たが、特に大きな航走波であるとは

思わなかった。 

西航するＣ船が左舷側を通過した際、Ａ船は、Ｃ船からの航走波を受けたが、特

に大きく動揺しなかった。 

 

2.1.4 本事故の発生 

１３時１０分ごろ、Ｃ船に続けて、Ｃ船よりもＡ船に近づいて西航するＤ船が、

Ａ船の左舷側約４０ｍを通過し、船長Ａは、Ｄ船による航走波（以下「本件航走

波」という。）を見た時は大きいとは思わなかったが、Ａ船から約１５ｍまで近づ

いたところで、本件航走波が大きくなったように感じ、約１５kn まで減速したと
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ころ、Ａ船の船首が波頂に乗り、次の瞬間に波間に落ちた。 

船長Ａは、舵輪を握ったままの姿勢で、０.５～１ｍ落ちたような衝撃を感じた。 

フライングブリッジにいた甲板員Ｂは、Ｃ船及びＤ船からの航走波を見たが、本

件航走波はそのまま通り越せる程度の波であると思ったが、近くの支柱と操縦席を

つかんでいたところ、本件航走波により大きな衝撃を受けた。 

甲板員Ａは、船尾甲板で立った姿勢でいたところ、不意に体が浮き上がるのを感

じ、Ａ船が波間に落ちた際、体がつんのめり、衝撃を受けた。そして、船首の方か

ら「痛い」と叫ぶ声を聞いた。 

ダイバーＡは、足が床に着くように浅くベンチに座り、つかまるところがなかっ

たので手を下に降ろした姿勢でいたところ、急に臀部が宙に浮き、臀部からベンチ

に落ち、息も吸えないほどの痛みを感じた。その際、ダイバーＡは、左前にあった

スポーツバックが約１０cm 浮き上がるのを見た。 

ダイバーＡの右隣に座っていたダイバーＢは、ベンチの端をつかんでいたが、体

が１０cm ほど宙に浮いたように感じ、臀部からベンチに落ち、左隣にいたダイバ

ーＡが「痛い、痛い」と叫んでいるのに気付いた。 

ダイバーＢの右隣に座っていたダイバーＣは、ダイビング船がよく揺れるので、

日頃から椅子に浅く腰掛けるようにしており、臀部が１０～１５cm 宙に浮いた際、

足で一旦体重を受けてからベンチに落ちた。 

 

2.1.5  本事故発生後の状況 

船長Ａは、約１５kn の速力のまま航行を続けた。 

ダイバーＢは、痛みを訴えているダイバーＡをベンチに横たわらせ、甲板員Ａが、

クッションとなるようにタオルを背中に当てた。 

甲板員Ｂは、Ａ船が岸壁に近づき、フェンダーを降ろすために船尾甲板に降りた

ところ、ダイバーＡがベンチに寝ているのに気付き、負傷者がいることを知って、

その旨を船長Ａに伝えた。 

船長Ａは、Ａ船が着岸したのち、病院への搬送の必要性を確認したところ、ダイ

バーＢがしばらくベンチで横にさせていたいと言ったので、様子を見ていた。しか

し、ダイバーＡが歩ける状態とならなかったので、船長Ａは、ダイバーＢと共にダ

イバーＡの両脇を抱き抱えて下船させようとしたが、本船と岸壁の間の段差を越え

ることができなかった。このため、甲板員Ｂが携帯電話で救急車を要請し、ダイ 

バーＡは、病院に搬送された。 

 

本事故の発生日時は、平成２２年３月８日１３時１０分ごろで、発生場所は、沖南

防波堤北灯台から２９２°４８０ｍ付近であった。 
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（付図１ 八重山列島周辺海域、付図２ 推定航行経路図、付図３ 推定航行経路図

の拡大図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

ダイバーＡの診断書及び口述によれば、ダイバーＡは、腰椎に圧迫骨折*2 を負って

３０日間入院加療し、退院後９ヶ月通院した。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

船長Ａの口述によれば、Ａ船に損傷はなかった。 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

2.4.1 乗組員 

(1) 性別、年齢、操縦免許証 

船長Ａ 男性 ２７歳 

一級小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１６年５月２０日 

免許証交付日 平成１８年８月２日 

（平成２３年６月６日まで有効） 

(2) 船長Ａの主な乗船履歴等 

     船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

①  主な乗船履歴 

２１～２２歳ごろからＡホテルで働き始め、Ａホテルが管理する１２人

乗りの小型船の操船を行っていた。２３歳ごろから、主に石垣島周辺の海

域でＡ船及びＡ船と大きさが同等の他のＡホテルの管理船の操船を行って

いた。 

② 健康状態 

健康状態は良好で、視力は両眼とも裸眼で１.０～１.２で、聴力は正常

であった。 

 

 2.4.2 ダイバーＡ 

ダイバーＡの口述によれば、次のとおりであった。 

(1) 本事故当時の健康状態 

                         
*2 「腰椎の圧迫骨折」とは、腰椎が圧迫されてつぶれ、いわゆる「ひしゃげたような形」になる骨 

折をいう。 
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ダイバーＡは、５１歳、身長１４９cm、体重約６１kg の女性で、これま

で骨折した経験はなく、本事故当時の健康状態は良好であった。 

ダイバーＡは、退院後、骨密度検査を受けたところ、異常なしとの診断を

受けた。 

(2) ダイビング船の乗船経験 

ダイバーＡは、１０年前から国内外でダイビングのツアーに参加し、ダイ

ビング船を何度も利用していた。これまでＡホテルのダイビングのツアーに

は２回参加し、毎回、ダイビング船に乗船していた。ダイバーＡは、３月６

日から９日まで石垣島を訪れ、７、８日の２日間に、Ａホテルのダイビング

ツアーに参加する予定で、本事故の前日にもＡ船に乗船し、ダイビングを２

回行っていた。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

船 舶 番 号  ２９０－５７４７７沖縄 

船 籍 港  沖縄県石垣市 

船舶所有者  Ａ社 

総 ト ン 数  １５トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ   １８.５０ｍ×４.２８ｍ×１.４５ｍ 

船      質  ＦＲＰ 

機    関  ディーゼル機関２基 

出    力  合計８４２kＷ（連続最大） 

推 進 器  ウォータージェット推進装置２基 

用    途  旅客船 

航 行 区 域  限定沿海区域 

進 水 年 月  平成１６年１月 

最大搭載人員  旅客３４人、船員８人計４２人 

 

2.5.2 操縦席の配置等の状況 

(1) 操縦席の配置 

Ａ船の操縦席は、フライングブリッジの前方にあり、前方及び側方の視界

は良好であった。 

(2) 船長Ａの操船場所 

船長Ａの口述によれば、本事故時、操縦席の前方に立って操船を行っていた。 

(3) 眼高及び船首先端までの距離 
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フライングブリッジの操縦席の前方に立ったときの船長Ａの眼高は、海面

から約４.４ｍで、船長Ａが立った位置からＡ船先端までの距離は、約７.３

ｍであった。 

（付図４ Ａ船一般配置図（概略図）、写真１ Ａ船の外観（船首側）、写真２ Ａ 

船の外観（船尾側） 参照） 

 

2.5.3 船室の配置等に関する情報 

(1) 船室の配置 

Ａ船は、２層構造で、上甲板上に、前面及び両側面が囲まれた前部客室と、

これに続く船尾甲板、上部甲板の前部に操縦席があるフライングブリッジが

配置されていた。 

(2) 前部客室 

前部客室には、右舷に配置されたトイレを除く壁面に沿って備え付けの 

ＦＲＰ製のベンチが配置されていた。ベンチは、壁面を背もたれとすること

ができた。ベンチの周囲に支柱等はなかった。 

前部客室は、船首及び両舷側の窓の位置が高いため、ベンチに着座した状

態では、前方及び側方の海面の状況を見ることができなかった。 

(3) 船尾甲板 

船尾甲板には、前方中央部及び船尾部両舷側に、それぞれ備え付けの 

ＦＲＰ製の背もたれのないベンチが船首尾方向に配置されていた。中央部ベ

ンチの船首側と中央部には、天井までの鋼製の支柱計４本が配置され、着座

した状態でつかむことができた。 

(4) ベンチ 

ベンチは、座面が硬質のプラスチック製で、手すり等が設置されていな 

かった。ベンチの床面からの座面の高さは約５０cm であった。 

（付図５ ベンチの配置及びダイバーの着席状況、写真３ 前部客室、写真４ 船 

尾甲板、写真５ 前部客室のベンチ（左舷側） 参照） 

 

2.5.4 積載状態 

船長Ａの口述によれば、事故当時の喫水は、船首約０.７ｍ、船尾約０.８ｍで 

あった。 

 

2.5.5 その他の設備及び性能等 

船長Ａの口述によれば、Ａ船は、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はな 

かった。 
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２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び潮汐 

(1) 本事故発生場所の東方約２.８km に位置する石垣島地方気象台の観測値は、 

次のとおりであった。 

１３時１０分 風向 東南東、風速 ６.２m/s、日照時間 １分 

   (2) 海上保安庁刊行の潮汐表によれば、本事故当時は下げ潮初期であった。 

    

2.6.2 波浪 

  国土交通省港湾局技術企画課技術管理室の回答書によれば、独立行政法人港湾空

港技術研究所石垣観測所における３月８日１３時００分及び２０分での観測値は、

次のとおりであった。 

波向   周期  有義波高  最大波高 

１３時００分 ３１９° ６.７ｓ ０.７２ｍ １.１５ｍ 

     ２０分 ３０７° ６.５ｓ ０.７１ｍ １.１６ｍ 

 

2.6.3 乗組員の観測 

船長Ａの口述によれば、天気は晴れ、風向は東～南、風速は３～４m/s、北から

の波、波高０.５～１ｍで、視界は良好であった。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

2.7.1 石垣港の状況 

海図Ｗ１２８５、内閣府沖縄総合事務局石垣港湾事務所の回答書及び財団法人日

本水路協会発行の「プレジャーボート・小型船用港湾案内」によれば、石垣港の配

置は次のとおりである。 

石垣港は、西方へ開口し、入り口北側から北東方に約４００ｍ延びる沖西防波

堤と入り口南側から南東方に約１,０００ｍ延びる沖南防波堤があり、沖西防波

堤の南西端と沖南防波堤の北西端には、それぞれ沖西防波堤灯台と沖南防波堤北

灯台が設置されている。 

さらに、沖西防波堤灯台から東方には、西防波堤と、沖西防波堤灯台から西北

西方には建設中の外防波堤が設置されている。 

石垣港内の東方には、八重山列島の諸港間を結ぶ旅客船の離島桟橋が設置され

ている。石垣港を発着する旅客船は、沖西防波堤と沖南防波堤との間（幅約 

５００ｍ）を出入りし、離島桟橋及び離島桟橋の南方にある岸壁で離着岸等を繰

り返していた。 

港内では、上げ（下げ）潮流は、西（東）方へ流れ、大潮期の最強流速は、 
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０.６～１.４（０.２～０.９）kn である。西表島等への高速連絡船が頻繁に出

入りし、出港船であっても沖南防波堤寄りに航行する船舶があるので注意を要す

る。 

 

2.7.2 八重山列島の諸港を結ぶ旅客船 

石垣港と、竹富島、小浜島、黒島、西表島、波照間島などの八重山列島の諸港の

間を運航する旅客定期航路事業者は、４社で、毎日、０６時半ごろから１９時ごろ

まで運航していた。この４社は、本事故当日、合計で２９２便の旅客船を運航し、

１２時３０分～１３時３０分の間に２２便が石垣港内を航行していた。 

 

2.7.3 Ａ船の石垣港内における操船状況 

     (1) Ａホテルの担当者 

Ａホテルの担当者（以下「ホテル担当者」という。）の口述によれば、本

事故以前より、Ａホテルの先輩船長が、本事故現場付近の海域では他の旅客

船の航走波で船が動揺することがあるので、ダイバーにその旨を事前に案内

するように指導しており、ホテル担当者は、船長Ａも理解していると思って

いた。また、ホテル担当者は、船長Ａに対し、港内で航走波を乗り越える際

には減速して波に対して約４５°となるように横切る操船を行い、複数の航

走波が入り乱れた状況となった際には、針路を真っ直ぐにして振られないよ

うにするように指導していた。 

(2) 船長Ａ 

船長Ａの口述によれば、船長Ａは、石垣港内では、旅客船が多数運航して

いるので、いつも航走波を受けて航行しており、航走波に対して斜めに横 

切って船体の動揺が小さくなるように努めていた。本事故当時、速力を落と

し過ぎると船体が揺れるので、ある程度の速力で航行していた。 

(3) 甲板員Ｂ 

甲板員Ｂの口述によれば、本事故現場付近は、本事故当時、いつもと同じ

ようなふくそう
．．．．

状況で、航走波が重なり合っていた。 

 

２.８ Ａホテルの船舶管理に関する情報 

2.8.1 運航前の打合せ 

ホテル担当者及び船長Ａの口述によれば、Ａホテルは、毎朝、出港前の打合せを 

行い、当日のダイバーの振り分け、甲板員の役割分担、前日のダイビングツアーで

生じた不具合の発表をしていた。 
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2.8.2 ダイバーに対する案内 

  (1) 案内方法 

ホテル担当者及び船長Ａの口述によれば、Ａホテルは、乗船前に、乗組員 

からダイバーに対し、船の諸設備、乗下船時の足場に注意すること、航行中

に船尾両舷のベンチ及び船縁には座らずに前部客室のベンチや中央部ベンチ

を利用すること、航走波により船体が大きく動揺する場合があること、この

場合、ベンチの縁や支柱につかまることなどの説明を行うこととしていた。 

 また、ホテル担当者の口述によれば、乗組員は、大きな航走波を認めた際

には、ダイバーに対して注意喚起を行うように先輩から指導を受けていた。 

(2) 本事故当日の案内 

ダイバーＡ及びダイバーＣの口述によれば、甲板員Ａは、乗船前に他船と

すれ違う際、船体が航走波で動揺することがあるので注意するように説明し

ていた。 

船長Ａ及び甲板員Ｂの口述によれば、船長Ａ及び甲板員Ｂは、ダイバーに

対し、本事故当時、航走波による船体の動揺についての注意喚起を行わず、

また、本事故時、本件航走波を初めて認めた際、本件航走波が近づいている

ことも案内しなかった。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船は、ダイバー３人を乗せ、竹富島南東方沖を石垣港に向けて北東進し 

ていたが、うねりにより船体が動揺するため、速力を約２５kn から約 

２２～２３kn に減じて航行中、竹富島東方灯標東方沖において、船長Ａが

東進するＢ船を左舷側に認めた。 

(2) 船長Ａは、沖南防波堤北灯台西南西方沖において、沖南防波堤の北側から 

西進して反航するＣ船及びＤ船を右舷船首に認め、沖西防波堤と沖南防波堤

との間に向けるために右転中、右舷側をＢ船に追い越され、その後、Ａ船の

船首が沖西防波堤と沖南防波堤との間に向いた頃、Ｃ船及びＤ船が左舷側を

反航して通過する態勢で接近し、両船から航走波が発生しているのを認めた。 

(3) Ａ船は、沖南防波堤北灯台西北西方沖を東進中、左舷正横をＣ船に続いて 
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Ｄ船が通過し本件航走波が左舷から約１５ｍまで接近したところで、船長Ａ

が本件航走波の大きいことに気付いて約１５kn に減速したものの、船首が

本件航走波の波頂に乗って波間に落下した際、前部客室のベンチに座ってい

たダイバーＡが、ベンチから身体が浮いて臀部からベンチに落下して負傷し

た。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

２.１から、本事故の発生日時は、平成２２年３月８日１３時１０分ごろで、事

故発生場所は、沖南防波堤北灯台から２９２°４８０ｍ付近であったものと考えら

れる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員等の状況 

(1) 乗組員 

2.4.1（1）から、船長Ａは、適法で有効な操縦免許証を有していた。 

(2) 船舶 

2.5.5 から、本事故発生時、Ａ船の船体、機関及び機器類に不具合又は故

障はなかったものと考えられる。 

   (3) 操縦席からの見通し 

2.5.2 から、前方及び側方の視界は良好であったものと考えられる。 

 

3.2.2 気象及び海象に関する解析 

２.６から、本事故当時は、天気 晴れ、風向 東南東、風速 ６.２m/s、視程

は良好で、波高０.５～１ｍの北西からの波があったものと考えられる。 

 

3.2.3 旅客船からの航走波に関する解析 

2.1.3、2.1.4 及び 2.7.3 から、本事故発生場所付近では、Ｂ船、Ｃ船及びＤ船

からの航走波が発生し、追い越したＢ船からの航走波が右舷から、反航船のＣ船及

びＤ船からの航走波が左舷船首からＡ船に接近していたものと考えられる。 

  2.7.2 から、本事故当時、石垣港内では旅客船が多数航行しており、それに伴う

航走波が発生していたものと考えられる。 

Ｄ船は、Ｃ船よりＡ船に接近して航行していたことから、本件航走波がＣ船によ

る航走波より大きかった可能性があると考えられる。 

本件航走波がＡ船に近づき大きくなったとの船長Ａの口述については、右舷船首

のＢ船による航走波、その他の旅客船による航走波、北西からの波などが干渉する
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ことによりＡ船に近づいたところで本件航走波が大きくなった可能性もあると考え

られるが、船長Ａが、本件航走波の大きさを見誤っていた可能性もあると考えられ

る。 

 

3.2.4 操船の状況 

  2.1.3、2.1.4、2.5.2 及び 2.7.3 から、次のとおりであった。 

(1) 操船場所 

本事故当時、船長Ａは、フライングブリッジの操縦席の前方に立って操船

を行っていたものと考えられる。 

(2) 本件航走波発見時の船長Ａの認識と操船 

① 本件航走波に対する認識 

船長Ａは、沖南防波堤北灯台西南西方沖においてＣ船及びＤ船が左舷側

を反航して通過する態勢で接近し、両船から航走波が発生しているのを認

めた際、それが大きな波ではないと思い込んだ可能性があると考えられる。 

船長Ａは、Ｄ船が左舷を通過したのち、本件航走波が約１５ｍに接近し

たところで本件航走波の大きいことに気付いたものと考えられる。 

②  Ａ船の操船の状況 

船長Ａは、航走波が大きな波ではないものと思い込んでいたことから、

針路及び速力約２２～２３kn を保持して航行していたが、本件航走波が

Ａ船から約１５ｍまで接近したところで、本件航走波の大きいことに気

付いて約１５kn に減速したものと考えられる。 

船長Ａは、本件航走波が約１５ｍに接近したところで本件航走波の大

きいことに気付いたことから、船体動揺を軽減する適切な減速及び本件

航走波に対して斜めに横切るようにする操船を行うことができなかった

ものと考えられる。 

 

 3.2.5 Ａ船のベンチに関する解析 

2.1.3 及び 2.5.3 から、次のとおりであった。 

ベンチは、座面がＦＲＰ製で硬く、衝撃を和らげるクッションなどが設備されて

いなかった。また、ベンチには、身体を支えることができる手すりが装備されてい

なかった。Ａ船のベンチの座面に衝撃を和らげるクッションなどやベンチに手すり

など体を支えることができるものが設備されていれば、衝撃を受けた際に受傷する

危険性を低減できた可能性があると考えられる。 

したがって、Ａ船がベンチの座面に衝撃を和らげるクッションなどやベンチに身

体を支えることができる手すりなどを設備していなかったことは、本事故の発生に



 - 13 -

関与した可能性があると考えられる。 

 

3.2.6 ダイバーへの安全情報の提供に関する解析 

2.1.2、2.1.3、2.7.3(1)及び 2.8.2 から、次のとおりであった。 

(1) 乗船前の船内案内 

甲板員Ａは、乗船前、ダイバーに対して他船とすれ違う際、船体が航走波

で動揺することがあるので注意するよう説明していたものと考えられる。 

(2) 航行中の船内案内 

船長Ａ及び甲板員Ｂは、本事故当時、航走波を認めた際、ダイバーに航走

波による船体動揺について注意喚起を行わなかったものと考えられる。船長

Ａ及び甲板員Ｂが、ダイバーに上記の注意喚起を行っていれば、本事故の発

生を回避できた可能性があると考えられ、船長Ａ及び甲板員Ｂが、ダイバー

に航走波による船体動揺について注意喚起を行わなかったことは、本事故の

発生に関与した可能性があると考えられる。 

   

3.2.7 ダイバーＡの負傷に関する解析 

2.1.3、2.1.4、２.２及び 2.5.3 から、ダイバーＡは、前部客室の左舷側のベン

チに座り、船首が本件航走波の波頂に乗って波間に落下した際、体が宙に浮いた

のち、臀部からベンチに落ちて腰椎を圧迫骨折したものと考えられる。 

 

 3.2.8 Ａホテルの安全管理体制に関する解析 

2.1.2、2.1.3、2.7.3、2.8.2、3.2.4 及び 3.2.6 から、Ａホテルは、乗組員に対

し、ふくそう
．．．．

する海域などを航行中、大きな航走波を認めた際、船体が動揺するこ

とについてダイバーに注意喚起を行うこと、及び船体動揺を軽減する操船法につい

て適切に指導を行っていなかったものと考えられる。 

  

3.2.9 負傷者（ダイバーＡ）への対応に関する解析 

  2.1.5 から、船長Ａは、Ａ船が本件航走波の衝撃を受けた際に負傷者が発生した

ことに気付かなかったので、本事故発生後も乗下船場所まで航行を続けたものと考

えられる。船長Ａは、乗下船場所付近で負傷者の発生を知ってから、病院へ搬送す

るなどの対応を行ったものと考えられる。 

 

 

 3.2.10 石垣港と八重山列島の諸港を結ぶ旅客船の速力に関する解析 

  2.1.3、2.1.4 及び２.７から、石垣港内において、Ｂ船は、約２２～２３kn の速
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力で航行するＡ船を追い越したことから、それ以上の速力で航行していたものと考

えられる。 

 

3.2.11  事故発生に関する解析 

２.１、２.８及び 3.2.2～3.2.8 から、次のとおりであった。 

(1)  Ａ船は、ダイバー３人を乗せ、石垣港内を速力約２２～２３kn で航行中、

沖西防波堤と沖南防波堤との間に向いた頃、沖南防波堤北灯台西南西方沖に

おいて、Ｃ及びＤ船が左舷船首方から反航して通過する態勢で接近し、船長

Ａが、両船から航走波が発生しているのを認めた際、大きな波ではないと思

い込んだ可能性があるものと考えられる。このため、船長Ａは、針路及び速

力を保持して航行を続けたものと考えられる。 

(2) Ａ船は、沖南防波堤北灯台西北西方沖を東進中、左舷正横をＣ船に続いて

Ｄ船が通過し、本件航走波が左舷から約１５ｍまで接近したところで、船長

Ａが本件航走波の大きいことに気付いて速力を約１５kn に減速したものの、

船首が本件航走波の波頂に乗って波間に落下した際、ダイバーＡが負傷した

ものと考えられる。 

(3) ダイバーＡは、前部客室の左舷側のベンチに座っていたが、船首が本件航

走波の波頂に乗って波間に落下した際、ベンチから体が浮いて離れたのち、

ベンチに落下した衝撃で腰椎を圧迫骨折したものと考えられる。 

(4) 船長Ａは、本件航走波が約１５ｍまで接近したところで、本件航走波の大 

きいことに気付いたことから、船体の動揺を軽減する適切な減速及び本件航

走波に対して斜めに横切るようにする操船を行うことができなかったものと

考えられる。 

(5) 船長Ａ及び甲板員Ｂが、Ｃ船及びＤ船による航走波を認めた際、ダイバー 

に航走波による船体動揺について注意喚起を行わなかったことは、本事故の

発生に関与した可能性があると考えられる。 

(6) Ａ船が、ベンチの座面に衝撃を和らげるクッションなどやベンチに身体を

支えることができる手すりなどを設備していなかったことは、本事故の発生

に関与した可能性があると考えられる。 

(7) Ａホテルは、乗組員に対し、船舶がふくそう
．．．．

する海域などを航行中、大き

な航走波を認めた際、船体が動揺することについてダイバーに注意喚起を行

うこと、及び船体動揺を軽減する操船法について適切に指導していなかった

ものと考えられる。 
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４ 原 因 
 

本事故は、Ａ船が、石垣港内を沖西防波堤と沖南防波堤との間に向けて速力約 

２２～２３kn で東進中、船長Ａが、反航するＣ船及びＤ船から発生している航走波

を認めた際、針路及び速力を保持して航行したため、本件航走波が左舷から約１５ｍ

まで接近したところで本件航走波の大きいことに気付いて減速したものの、船首が本

件航走波の波頂に乗って波間に落下し、前部客室のベンチに座っていたダイバーＡが、

ベンチから身体が浮いて離れたのち、ベンチに落下した衝撃で腰椎を圧迫骨折したこ

とにより発生したものと考えられる。 

船長Ａが、反航するＣ船及びＤ船から発生している航走波を認めた際、針路及び速

力を保持して航行したのは、両船による航走波を大きな波ではないと思い込んだこと

による可能性があると考えられる。 

船長Ａ及び甲板員Ｂが、Ｃ船及びＤ船による航走波を認めた際、ダイバーに航走

波による船体動揺について注意喚起を行わなかったことは、本事故の発生に関与し

た可能性があると考えられる。 

Ａ船が、ベンチの座面に衝撃を和らげるクッションなどやベンチに身体を支える

ことができる手すりなどを設備していなかったことは、本事故の発生に関与した可

能性があると考えられる。 

 

 

５ 参考事項 

 

Ａホテルは、本事故後、次の安全対策を行った。 

(1) 出港前の説明を徹底する（以前より離島高速船と擦れ違う際、航走波がある 

ことを説明していたが、離島高速船の大きさや速度により波の大小がある旨詳 

しく説明する）。 

(2) 離島高速船の航走波を確認できた場合、客へ知らせる（１階の甲板員が必ず 

知らせる）。 

(3) １階の甲板員が客の様子を常に把握し、何かあれば船長に報告する（連絡強 

化）。 

(4) ベンチにクッション的な物を置き衝撃を和らげる。 
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付図１ 八重山列島周辺海域 
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（平成 22 年 3 月 8日 13:10 ごろ発生） 
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付図２ 推定航行経路図 
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付図３ 推定航路経路図の拡大図 
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付図４ Ａ船一般配置図（概略図） 
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付図５ ベンチの配置及びダイバーの着席状況 
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写真１ Ａ船の外観（船首側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の外観（船尾側） 
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写真３ 前部客室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 船尾甲板 
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写真５ 前部客室のベンチ（左舷側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




